研究成果有体物売買契約書

　国立大学法人富山大学（以下「甲」という。）と　　　　　（以下「乙」という。）は，甲が作製した研究成果有体物（以下「本成果有体物」という。）を乙に提供するに当たり，次の各条によって研究成果有体物売買契約（以下「本契約」という。）を締結する。

（研究成果有体物の提供）
第１条　甲が乙に提供する本成果有体物は，次のとおりとする。
（1） 本成果有体物の名称：
（2） 本成果有体物の数量：
（3） 本成果有体物提供後の乙の管理者：

（提供の対価）
第２条　本契約締結後，甲は，速やかに振込依頼書を発行し，乙は，本成果有体物の提供対価として，金              円に消費税及び地方消費税を付加した上で，当該振込依頼書に定める支払期限（発行日から30日以内の日）までに支払わなければならない。なお，当該支払いに係る銀行振込手数料等は，乙の負担とする。
２  乙は，前項の支払期限までに提供対価を支払わないときは，支払期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ，その未払額に年３％の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

（成果有体物の引渡）
第３条　甲は，前条の規定に基づく乙の支払いを確認した後に，本成果有体物を乙に引き渡すものとする。
２　乙は，本成果有体物の受領後に，甲に対し，受領書を提出するものとする。
３　乙は，本成果有体物の引渡しに要する費用を負担するものとする。

（非保証）
第４条　本成果有体物は，研究の過程において生み出された実験的又は研究的性質を有するものであることから，甲は，乙に対して明示又は黙示を問わず，本成果有体物の使用又は保有によって発生したいかなる結果に対しても一切の保証をしない。また，甲は，それによる直接又は間接を問わずいかなる損害賠償義務を負わない。

（義務）
第５条　乙は，本成果有体物の使用について，次の事項を遵守するものとする。
(１)　ヒト（治療，診断，その他）に直接使用してはならない。
(２)　関連する法令及びガイドラインに認められる範囲内で本成果有体物を使用するものとする。

[bookmark: _Hlk129851593]（契約の解除又は解約）
第６条　甲は，第２条で定める提供対価を乙が所定の支払期限までに支払わないときは，本契約を解除することができる。
２　甲及び乙は，甲又は乙が本契約に定める義務を履行しないときは，本契約を解除又は解約することができる。

（協議）
第７条　本契約に定めのない事項について，これを定める必要があるときは，甲乙協議の上，定める。

[bookmark: _Hlk129851674]（裁判管轄）
第８条　本契約に関する訴えについては，甲の所在地を管轄する富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の締結を証するため，本契約書２通を作成し，甲乙記名押印の上，それぞれ１通を保有する。


令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　甲　　富山県富山市五福３１９０番地
国立大学法人富山大学
　　　　　　　　　　　　　　　分任契約責任者
　　　　　　　　　　　　　　　研究推進部長　　
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